
第26回コーデックス連絡協議会  

日時：平成19年2月19日（月）  

14：00～16：00  

場所：三田共用会議所 大会議室  

住所 東京都港区三田2－1－8  

議 事 次 第  

1．コーデックス委員会の活動状況について  

（二1）最近のコーデックス委員会の活動状況について  

・第15回アジア地域調整部会  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会  

・第38回食品衛生部会  

（2）今後のコーデックス委員会の活動状況について  

第28回分析・サンプリング法部会  

2．その他   
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コーデックス連絡協議会 委員名簿  

（敬称略 50音順）  

いしいひろゆき  

石井 膵行  

おにたけかずお  

鬼武 一夫   

かすみたかふみ  

春見 隆文   

かどまひろし  

門間 裕  

かんだとしこ  

神田 敏子   

たまきたけし  

玉木 武   

とよだまさたけ  

豊田 正武   

はすおたかこ  

蓮尾 隆子   

はらこうぞう  

原 耕造   

ひらかわただし  

平川 忠   

ほそのあきよし  

細野 明義   

まったにみつこ  

松谷 満子   

やまうらやすあき  

山浦 康明  

わだまさえ  

和田 正江  

味の素（株） 品質保証部 顧問  

日本生活協同組合連合会 安全政策推進室 室長  

日本大学生物資源科学部農芸化学科 教授  

（財）食品産業センター 企画調査部長  

全国消費者団体連絡会 事務局長  

（社）日本食品衛生協会 理事長  

実践女子大学生活科学部 教授  

家庭栄養研究会 副会長  

全国農業協同組合連合会 総合企画部SR事務局長  

日本食品添加物協会 常務理事  

（財）日本乳業技術協会 常務理事  

（財）日本食生活協会 会長  

日本消費者連盟 副代表運営委員  

主婦連合会 参与   
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資料4－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第15回アジア地域調整部会  

目時   2006年11月21日（火）～11月24日（金）  

場所   ソウル（大韓民国）  

議 題  

議題の採択  

コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項  

ステップ4でのコーデックス規格原案の検討   

（a）  コチュジャンの規格原案   

（b）  ジンセンの規格原案   

（c）  発酵大豆ペーストの規格原案   

（d）  非発酵大豆製品の地域規格原案  

能力開発を含むコーデックス委員会の作業を補完するmO／WHOの活  

動について  

各国の食品管理システム及び食品規格策定における消費者の参画に関  

する情報  

各国及び地域レベルにおけるコーデックス規格及び関連文書の使用に  

関する情報  

地域調整国の指名  

その他の事項及び今後の作業  

次回会合の日程及び開催地   

0．  報告書の採択  



資料4－（2）  

第15回アジア地域調整部会の概要   

1． 開催日及び開催場所   

平成18年11月21日（火）～11月24日（金）   

ソウル（韓国）   

2． 参加国及び国際機関  

1！）加盟国、3オブザーバー国、3国際機関等が参加、参加者総数は約90名  

3． 我が国からの参加者   

農林水産省消費・安全局  国際基準課長  小川 良介  

同課課長補佐  官廻 昌弘  

同課係長  蚊爪 佐和子  

農林水産政策研究所 政策研究調整官  遠藤 芳英  

厚生労働省医薬食品局食品安全部  

企画情報課国際食品室長 依田 紀彦  

テクニカルアドバイザー  

（独）農林水産消費技術センター企画調整部国際課 本田  

全国味噌工業協同組合連合会 常務理事  小畑  

日本豆腐協会 専務理事  木嶋  

ハウス食品株式会社ソマテックセンター開発業務支援部  

絵
 
秀
倫
 
 

雪
圭
 
弘
 
 

2グループ長  永留 任明   

4．主要議題の概要  

議題3．ステップ4における規格原案の検討  

（a）コチエジャンの規格原案   

ステップ5へ進め、ステップ6以降は穀物・豆類部会（CCCPL）で検討す   

るよう総会に勧告することが合意された。  

・我が国が提案した任意原料及び食品添加物は、追加された。  

・分析法について、我が国より妥当性評価に必要なデータが不足していると  

の指摘を行ったが、分析・サンプリング法部会での検討を求めることされ  

た。   

（b）ジンセンの規格原案   

ステップ5へ進め、ステップ6以降は関係する個別食品部会（生鮮果実・野  

菜部会（CCPFV）が望ましい）において検討するよう総会に勧告することが  

合意された。   



・ジンセンを医薬品としてのみ取り扱っている国もあることを考慮し、「本規   

格は、対象とする製品が食品として規制されている国にのみ適用される」  

との文章を追加することとされた。  

・製品のタイプから「その他のタイプ」を除き、これに伴い対象とする種の   

うちP刀0わg加geJ】gBurkを削除することが合意された。  

・品質要件のジンセノサイドのうち、Rglが削除された。   

（c）発酵大豆ペーストの規格原案   

品質要件、2つの食品添加物及び最小充てん量は引き続き検討されることと  

され、それ以外はステップ4に留められた。品質要件を検討するため、韓国を  

議長とする電子作業部会が設置された。  

・品質要件のうち、「粗脂肪」は削除された。  

・品質要件の数値については、我が国より、提案されているAOAC法は修正   

の必要があり、分析法が合意された後に再度分析を行い数値を決定する必   

要があると指摘した。これを踏まえ、当該規程は括弧付きとし、分析法が   

決定された後、検討を行うこととされた。  

・食品添加物は、サッカリンナトリウム及び酵母エキスを除き、我が国の提   

案を含め提案された添加物を追加することが合意された。  

・表示については、国内制度で認められている名称を使用可能とするよう修   

文された。  

・分析法については、我が国の指摘に基づき修正を加えた上で、原案に含ま   

れている分析法について合意された。   

（d）非発酵大豆製品の地域規格原案   

ステップ2に戻し、中国及びタイを議長とする電子作業部会を設置し改訂案  

を作成することとされた。  

・原案には、広範囲の製品が含まれており共通の特性が少なくinclusiveな規   

格となり得ない、また、これらの多くはほとんど貿易がないため、対象範   

囲について再検討すべき（日本）、できるだけ多くの製品を対象とすべきで   

あるが対象製品の種類と名称を明確にすべき（タイ、マレーシア、韓国）   

等の意見が示された。  

・作業部会で検討した結果、以下の4つの分類を対象とすることとされた。   

①豆乳、②豆腐（豆腐及び凍結乾燥豆腐）、③圧縮豆腐（豆腐干）、④ゆば   

この分類を基本として改訂案が作成され、この4つの分類が適切であるか   

も含め、次回部会において検討される。   



議題4，能力開発を含むコーデックス委員会の作業を補完するmO八軒HOの活  

動   

mO及びWHOの担当者より、科学的助言のための専門家会合の開催、途上  

国のコーデックス委員会への参加支援、リスク分析に係るマニュアルの作成、  

リスク分析に係る能力開発プロジェクトの実施等に関する報告がなされた。   

各国からは、リスク分析手法、化学物質のサンプリング法・分析法、遺伝子  

組換え体の検出法、輸出入食品の検査・認証等に関する能力開発について要望  

がなされた。  

議題7．地域調整国の指名   

インドネシアが立候補し、次回総会において指名される次期アジア地域調整  

国にインドネシアを推薦することが合意された。  

議題8．その他の事項及び今後の作業（新規作業提案）  

（a）「チリソース」及び「さご椰子粉」の規格   

タイより「チリソース」、インドネシアより「さご椰子粉」規格策定の提案   

がCRD（会議中に配布される文書）によりなされた。我が国から、突然の提  

案であり、国内関係者の意見を聞くことができず 、これら関係者の意見を反映   

できないため、現時点では支持できない旨発言した。しかしながら、他に反対   

はなく、多数の国が本提案を支持したため、本新規作業提案を次回総会に提出  

することが合意された。我が国は、この決定に対し留保した。   

O））CCASIAにおける戦略的計画の策定   

マレーシアより、アジア地域の戦略的計画の策定を行うべきとの提案がなさ  

れ、合意された。今次部会で示された案文に対する各国のコメントをもとにマ   

レーシアが改訂案を作成し、次回部会で検討される。   



資料5－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会  

日時  2006年11月27日（月）～12月1日（金）  

場所   千葉（日本）  

議 題   



資料5－（2）  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会（TFFBT）結果概要  

1 開催日及び開催場所   

平成18年（2006年）11月27日（月）～12月1日（金）   

千葉（日本）  

2 参加国及び参加機関   

40加盟国、17国際機関（合計182名が参加）  

3 我が国からの出席者   

厚生労働省医薬食品局食品安全部藤崎清道部長を代表団長とし、食品安全委員会、  

厚生労働省及び農林水産省よりテクニカルアドバイザーを含め計27名が参加した（代  

表団貞一覧は4ページ参照）。   

議長は第1～5回同部会に引き続き、吉倉康博士（厚生労働省医薬食品局食品安全  

部参与）が務めた。  

議題4 組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン原案   

前回会合において、組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関して、既存の  

「組換えDNA植物の安全性評価の実施に関するガイドライン」を模範として動物を対  

象としたガイドラインを策定することで合意され、2006年7月のコーデックス総会に  

おいて新規作業として承認されたものである。今次会合では、2006年2月及び5月に  

我が国とオーストラリアを座長として開催された作業部会において取りまとめられ  

た原案に基づき議論がなされた。   

部会は、本ガイドラインを組換えDNA魚類等、種特異的な安全性評価ガイドライン  

とはせず、動物一般に適用し得るものとすることで検討を進め、議論の焦点となった  

本ガイドラインの適用範囲については、食品安全性と栄養学的問題のみを扱い、  

・動物の健全性  

・倫理的・道徳的・社会経済的側面  

・食品製造に使用する組換えDNA動物の環境への放出に関する環境リスク  

・飼料として使用する組換えDNA動物及び組換えDNA動物・植物・微生物由来飼料  

を使用して飼育された動物の安全性  

に関しては扱わないとすることで合意された。なお、「食品以外の目的（医薬品、異  

種移植、．工業用等）で使用することを意図した組換えDNA動物由来食品の安全性」に  

関しては、既存の「組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライ   



ン」を踏襲し、適用範囲からの除外条項には盛り込まないこととされたが、本ガイド  

ラインの適用の可否については、各加盟国の判断に委ねることが確認された。   

また、、同じく議論となった動物ゲノムへの遺伝子改変に関して提供すべき情報につ  

いては．、周辺領域も含めた各挿入箇所における挿入物質等に関する分子情報に加え、  

「塾豊迫拉より適切な場合」においては、「食品に含まれる可能性のある新規物質を  

同定するために必要な転写産物や発現産物の解析等の情報」を提供すべきとすること  

で合意された。   

さらに、本ガイドラインの策定に当たり、「非遺伝性のアプリケーション（食用に  

供される動物の非生殖細胞組織への核酸の直接挿入）」及び「マーカー遺伝子及びレ  

ポ一夕、一遺伝子の使用」について、FAO／WHO専門家会合に対して科学的助言を求める  

ことで合意された。なお、「アレルギー誘発性評価に関する付属文書」に関して、ア  

ルゼンチンより新たな科学的知見に照らして見直しを行う必要性について専門家会  

合に対して助言を求めるべきとの提案がなされたが、本作業期間内に検討を要する事  

項としての優先性は低いとして、質問事項には追加しないことで合意された。   

本ガイドライン原案については、ほぼ総会で採択できるレベルにまで達したものの、  

「抗生物質耐性遺伝子の利用」に関するセクション（パラグラフ64～67）の検討は、  

FAO／WH（）専門家会合における検討結果を踏まえる必要があることから、当該セクショ  

ンについてはステップ3に戻して再度各国のコメントを求めることとし、その他の部  

分についてはステップ4に留めることとされた。次回会合においては、パラグラフ64  

～67について重点的に議論することとし、その他、専門家会合の検討結果を踏まえ、  

必要に応じて原案を修正することで合意された。  

議題5 組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン付属文書   

（枠組み文書）原案：栄養又は健康に資する組換えDNA植物由来食品の安全性評価   

前回会合において、既存の組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガ  

イドラインの付属文書として栄養又は健康に資する組換えDNA植物由来食品の安全性  

評価に関する指針を策定することが合意され、2006年7月のコーデックス総会におい  

て新規作業として承認されたものである。   

今次会合では、カナダを座長とする電子作業部会において作成された付属文書（枠  

組み文書）原案が提出され、全般的には本文書に沿って作業が進められることが合意  

された。，さらに対象を開発途上国としていることについて改めるべき（アルゼンチン）、  

市販後調査の必要性について盛り込むべき（メキシコ）、適切な比較対象について言  

及するべき（EC）等の意見が出された。今後、カナダを座長とする物理的作業部会を  

開催し、．付属文書原案を起草することが合意された（作業部会は本年5月7日～9、日、  

オタワにて開催予定）。  

2   



議題8 遺伝子組換えワクチン接種を施された動物由来食品の安全性評価に関する討   

議資料   

遺伝子組換えワクチンが接種された動物由来食品の安全性評価等について、討議資  

料とともにケニアから提案されたことから、その必要性について検討を行った。   

参加国からは、0IEにおいてワクチンに関する検討が開始されていること、また、  

ワクチン自身が動物用医薬品であり同範晴での取り扱いが適当である等の意見が出  

された。本件に関しては、0IEにおける検討の可能性についてコーデックス事務局よ  

り打診するとともに、次回会合（第7回TFFBT）へ0IEにおける本分野の活動報告を  

求めること、食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）に対し適切な助言等を求めること  

とし、本部会の新規検討課題としては取り扱わないこととされた。  

議題9 各国の承認状況の違いから、食品中に微量に存在する組換えDNA植物の食品   

安全性評価に関する討議資料  

前回会合において、米国より新規作業として、未承認組換えDNA植物の混入につ   

いて、既存の組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドラインの   

付属文書を作成することが提案されていたが、作業の対象範囲に関する見解の相違   

により合意がなされなかった。  

今次会合において、再度米国から、本事案について新規作業を行う旨の提案がな   

され、その対象範囲は、前回会合におけるECの意向を汲み、「各国の承認状況の違   

いから、既にある国で承認された組換えDNA植物が、未承認の国で食品中に微量に   

存在した場合の評価のガイドラインの作成」とされた。  

本議案については、米国が主張する安全性評価ガイドラインの作成に加え、ECの   

主張に基づき、このような安全性評価のプロセスを円滑にするようなデータ共有メ   

カニズムについても、作業内容に含めることで合意された。   

本件は、「組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン」の   

付属文書を作成するという位置づけで、新規作業提案として総会に提出されること   

が合意され、次回コーデックス総会において新規作業として承認が得られることを   

前提として、米国、ドイツ及びタイを座長国とする物理的作業部会が開催されるこ   

ととなった。第1回作業部会は米国（2007年3月13日～15日）において開催され   

る予定である。  

議題11次回会合の日程及び開催地   

次回会合（第7回）は、平成19（2007）年9月24日から28日の間、千葉県・幕張  

メッセ国際会議場において開催される予定である。  
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FAO／WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）  

第6回バイオテクノロジー応用食品特別部会 日本政府代表団  
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厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 課長補佐  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 食品規格専門官  
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FAO／WHO合同食品規格計画  

第38回食品衛生部会   

日時   2006年12月4日（月）～12月9日（土）  

場所   ヒューストン（アメリカ）  

議題  

1．   

議題の採択   

コーデックス総会及びその他の部会から食品衛生部会への付託事項   

FAO／WHO合同微生物学的リスク評価専門家会議（JEMRA）の経過  

報告及び関連事項   

微生物学的リスク管理の実施に関する原則及びガイドライン案（ステ  
n 4．（a）     ップ7）   

4．（b）  付属文書Ⅲ：食品安全目標値、達成目標値、加工及び製品規準の使用  

例（ステップ4）   

付属文書：殺微生物処置と食品安全目標値、達成目標値、達成規準の  

5．（b）     適用（ステップ4）   
調理済み食品中のリステリアモノサイトジェネスの管理における食品  

6．（a）  
衛生の一般原則の適用に関するガイドライン案（ステップ7）  

付属文書：食品安全目標値から導き出される、微生物学的規準におけ  

6．（b）     る微生物学的上限値及びサンプリングプラン；例：調理済み食品中の  

リステリアモノサイトジェネス（ステップ4）   5．（a）  卵及び卵製品の衛生実施規範の改訂案（ステップ7）  
u  

乳幼児用調整粉乳に関する衛生実施規範原案（ステップ4）  

7．        8 食品衛生管理手法の妥当性確認に関するガイドライン原案（ステップ  

．     4）  

9．   食品衛生部会の作業管理  

10．  その他の事項及び今後の作業   

微生物学的ハザードのためのリスクに基づく規格の策定：プロセスの  
（a）  

強化   

国際貿易における乳・乳製品へのラクトペルオキシダーゼシステムの  
臨 （t，）  

使用  

食品衛生部会における作業の優先順位決定に関する特別作業部会報告  
（（：）  

の検討   

11．  次回会合の日程及び開催地   

12．  報告書の採択  
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第38回食品衛生部会（CCFH）概要  

1 開催日及び開催場所   

平成18（2006）年12月4日（月）～12月9日（土）   

ヒューストン（米国）  

2 参加国及び国際機関   

54加盟国、1加盟機関（EC）及び12国際機関、参加者総数は176名  

3 我が国からの出席者   

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室長   

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部主任研究官   

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課規格基準係長  

監視安全課係員  

企画情報課国際食品室係員   

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課課長補佐  

同課 表示・規格専門官   

内閣府食品安全委員会事務局評価課徴生物・ウイルス係長  

テクニカルアドバイザー   

東京大学医学部附属病院企画情報運営部助教授   

日本食品衛生協会   

日本食品衛生協会  

依田 紀彦  

豊福 肇  

松本 留美  

畑中 理恵  

白井 麻衣子  

辻山 弥生  

佐々木貴正  

川本 千枝  
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4 ガイドライン原案等について総会に諮ることが合意された議題  

議題4（a） 微生物学的リスク管理（ⅦM）の実施に関する原則及びガイドライン案   

本原則及びガイドライン原案は、微生物リスク評価の結果を活用し、新たに作成され  

たFSO（食品安全目標値）、PO（達成目標値）、PC（達成規準）等の概念を取り入れて、  

微生物学的リスク管理の実施方法について討議しているものである。しかしながら、FSO  

等の定義について、現段階では合意が困難であったことから、既にあった付属文書Ⅲ  

（FSO，PO，PCの使用例）とともに新たな付属文書として切り離し、主として残りの本  

体部分を検討する旨、合意された。   

本体部分についてセクションごとに確認作業を進めた結果、本体部分とリスクプロ  

ファイルに含むべき事項の例の部分（付属文書Ⅰ）のみ、ステップ8で採択するよう総  

会に勧告することとした。   



議題5（a） 卵及び卵製品の衛生実施規範の改訂案   

本議題はコーデックス規格及び関連テキストの衛生規範をFAO／WHOによる卵中の  

5b血のeノノ∂属に関するリスク評価の結果等、最近の科学的知見に併せて改訂する作業で  

あり、第33回CCFHより「卵及び卵製品」の衛生規範改訂について討議しているもので  

ある。   

我が国からは、既に提出済みの文書コメントに基づき、卵の生産段階における輸送及  

び製品の輸送時において、「微生物汚染」のみならず、「微生物の増殖防止」も考慮す  

るよう提案した。しかしながら、複数の国からやや厳しすぎるとの意見が出、またその  

概念は既に“RecommendedInternationalCodeofPracticeGeneralPrinciplesofFood  

Hygiene”の「transportation（輸送）」のセクションなどでカバーされていると指摘  

を受け、反映されなかった。   

基本的に各国のコメントは文案の編集上の修正であったため、部会は本改訂案をス  

テップ8で採択するよう総会に勧告することとした。  

議題6（a） 調理済み食品中のム 慮り〟叫r古間e∫の管理における食品衛生の一般原則  

の適用に関するガイドライン案   

部会は、本ガイドライン案の適用範囲を調理済み食品に限定することを確認した。そ  

の他、保存・輸送段階におけるリステリアの増殖を最小限にするという記載の削除や、  

リステリア制御のpH値を4．0から4．4とすること及びいくつかのパラメーターの組み  

合わせでム 劇00OC〆御e∫を管理する場合の妥当性確認の必要性の明記（ただし、PH  

及び温度のようにすでに十分な妥当性確認が行われた単一のパラメーターによる管理  

の場合は不要）等、文案の修正が行われた後、ガイドライン案の本体及び付属書Ⅰ（工  

場施設内環境モニタリングプログラム）についてステップ8で採択するよう総会に勧告  

することとした。また、本ガイドラインに明確な微生物規格を含めることについて合意  

されたことから、ドイツを座長とする物理的作業部会（日本も参加を表明）で作業を進  

め、次回会合において検討することとされた。  

5 その他の議題  

議題2 コーデックス総会（CAC）及びその他の部会から食品衛生部会への付託事項   

魚類・水産製品部会（CCFFP）からの付託事項については、部会開催中の作業部会（ノ  

ルウェ㍉－－－一・が座長、日本も参加）で検討された。   

特に「活及び生鮮二枚貝の微生物規格（MicrobiologicalCriteria）」について幾つ  

か問題点があるため、CCFHからCCFFPに対し指摘事項を送付し、次回のCCFFP（2008年  

2月）で検討・修正したうえで、再度CCFHへ付託するよう求めた。主な指摘事項として  

は以下のとおり。   

● 「食品中の微生物規格の設定及び適用（CAC／GL21－1997）」に記載されている要  
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件をみたすこと、   

● 微生物規格の科学的な根拠を示すこと、  

・▲弘血∽eノノ∂属とけおノ0β∂JⅥ血甜0ルとノc〟∫の分析法を示すこと、   

● 糞便系大腸菌群（Faecalcoliforms）の検査法については1970年のもので古い  

ため、より新しい方法がないか確認すること（CCFHとしては糞便系大腸菌群よ  

りも且 coノ上の方が良い指標菌であると考える）、   

● サンプリング計画を作成すること、   

● 数値の表し方を整理すること、   

● 規格に適合しなかった場合の措置を明らかにすること、   

● K p∂∫∂血甜0ルとJ■c〟Sの規格に関して、①病原性株の菌数なのか全ての 巨  

p∂∫∂カ∂甜0ルとノc〟Sの最確数なのか、②この数値の科学的根拠はなにか及び③最  

大許容値の数値の表現方法を明確にすること。   

なお、貝毒については、自然発生毒であることから、二枚貝中の基準案の“Contaminant  

（汚染物質）”のセクションに移動し、この分野の専門部会（食品汚染物質部会）へ委  

託すべきとされた。  

議題7． 乳幼児用調製粉乳に関する衛生規範原案   

本会合に先立ち、カナダ主導の作業部会が、FAO／WHO専門家会合の結論に基づき再ド  

ラフトした、乳児（12ケ月齢未満）及び幼児（12ケ月齢から36ケ月齢）を対象とした  

調整粉乳の衛生管理規範原案について審議した。   

調製粉乳の対象月齢（Scope）について、各国から様々な意見が出され、ECからは  

高リスク集団である2ケ月未満の乳児を対象とすべきとの意見が出る一方、米国及び  

ニュージーランドは全ての粉乳製品を対象とすべきと主張した。我が国は、FAO／Ⅶ0専  

門家会合において科学的知見に基づき検討がなされているのは12ケ月齢未満の乳幼児  

調製粉乳に関する鬼ノ此）〃eノノ∂属及び且 ∫∂血z∂Aナノによる健康影響であるため、本衛  

生規範案の対象範囲は12ケ月齢未満の乳児に限定するべきであり、それ以外への適用  

については、今後の国際機関等における科学的検討を踏まえて対処すべきであるとの発  

言を行 った。   

しかし、各国の意見の集約ができなかったことから、①全ての粉乳製品を対象とした  

適正衛生規範（Good Hygiene Practice，GHP）を主体とする本体文書、②乳児用調整粉  

乳、特殊医療用乳児用調整粉乳、母乳強化剤に特異的なGrlP及び微生物規格を含むAnnex  

A及び③フォローアップミルクに特異的なG肝及び微生物規格を含むAnnex Bを作成す  

ることで合意した。   

なお、本衛生規範原案はステップ2に戻され、カナダを座長とする物理的作業部会（日  

本も参加を表明）において、本部会での審議内容に基づき衛生規範の改訂作業を行うこ  

ととされた。  
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EAO／WHO合同食品規格計画  

第28回分析・サンプリング法部会   

目時   2007年3月5日（月）～3月9日（金）  

場所   ブダペスト（ハンガリー）  

仮議題  

議題の採択  

コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項  

承認できる分析法の評価規準   

a）  承認できる分析法の評価ガイドライン案（ステップ7）   

b）   分析（試験）結果の違いに起因する紛争を解決するためのガイドライ  

ン案（ステップ7）  

コーデックスで使用する分析用語に関するガイドライン原案（ステッ  

プ4）   

a）  コーデックス規格の分析法条項の承認   

b）  微量元素分析法の規準への変換  

バイオテクノロジー応用食品の検出と同定に関する分析法の規準  

コーデックスサンプリング手続きの設定に関する原則の改訂  

分析法に関する国際機関間会合の報告  

その他の事項及び今後の作業   

0．   次回会合の日程及び開催地   

1．  報告書の採択   

※標記会合に先立ち、2007年3月3日（土）に「分析法の承認に関する作業部  

会」が開催される予定。   
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第28回分析・サンプリング法部会（CCMAS）の主な検討議題  

日時：2007年3月5日（月）～3月9日（金）  

場所：ブダペスト（ハンガリー共和国）  

○主要議題の検討内容  

議題3 承認できる分析法の評価規準  

a）承認できる分析法の評価ガイドライン案（ステップ7）   

本ガイドライン実は、適切な分析法かどうかを評価するための具体的な要件と   

その方法を記述した加盟国向けの指針として策定中の文書である。前回の部会で  

は多くの意見が出され、ステップ6に戻されたため、ニュージ「 ランドを中心と  

する電子作業部会（わが国も参加）が修正案を作成した。   

前回提出されたドラフトが非常に複雑な統計学的内容を含むものであったこと   

から、、本ガイドラインが科学的な原則に従いっつ、より明解で利用しやすいもの   

となるよう対処したい。また、本ガイドラインで用いられる分析用語の定義につ   

いては、議題4で行われる「コーデックスで使用する分析用語に関するガイドラ   

イン原案」との整合性が保たれるよう、留意したい。  

b）分析（試験）結果の違いに起因する紛争を解決するためのガイ   

ドライン案（ステップ7）   

本ガイドライン案は、輸出国と輸入国で分析結果が異なる場合に生じる紛争を  

解決するための手順を示すもので、前回の部会では長時間の議論が行われた結果、   

ステップ5に進めることが合意された。本ガイドラインを採用する場合の前提条  

件や、手順をより明確化し、実行可能なガイドラインとなるよう、対処したい。  

議題5b 微量元素分析法の規準への変換   

これまで微量元素ごとに分析法が決定されてきたのに対して、今後は、一定の  

規準を満たす分析法であれば自由に選択できるようにするために議論が行われて   

きたものである。今回の部会で議論のベースとなる会議文書は、現在までに推奨   

された分析法を規準に照らして評価する方法等について、スウェーデンが中心と   

なって作成している（わが国も参加）。規準化の文書について議論するほか、個別  

分析法ごとの承認を継続するのか、規準を使う方法に切り替えるのか、それとも   

両方を併用するのかについても議論する。   

規準のうち、特に分析法の妥当性確認及び不確かさに関する部分について、科学   

的に妥当で、実行可能なガイドラインとなるよう、対処したい。   



議題6 バイオテクノロジー応用食品の検出法と同定法に関する  

規準   

前回の部会では、バイオテクノロジー応用食品については具体的な規格が定めら  

れていないため、試験法に関する作業は不要と米国が主張したが、多くの国が本  

作業の継続に賛成した。今回の部会では 、ドイツ及びイギリスを中心とした電子  

作業部会（わが国も参加）が各国や国際機関のコメントを考慮して作成した討議文  

書に基づき、ガイドライン化に向けた議論が行われる予定である。現在我が国で  

採用している分析法を踏まえ、また、議題5bの議論や、化学物質の分析とDNA分  

析の違いなどに留意しつつ、適宜対処したい。  

議題7 コーデックスサンプリング手続きの設定に関する原則の  

改訂（新規作業）   

コーーデックス手続きマニュアルに含まれるサンプリング方法の確立と選択に関  

する記述の中に、失効したガイドラインを参照している部分があるため、その修  

正をわが国が提案し、昨年のコーデックス総会で新規作業として承認された。こ  

れを受けてわが国が作成した改訂案が、会議資料として回付されている。   

必要部分の修正のほか、より使いやすい文書となるよう、対処したい。   



平成19年2月19 日  

農林水産省消費・安全局  

国 際 基 準 課  

コーデックス委員会に関する情報提供の充実について   

コーデックス委員会の活動については、平成12年より厚生労働省とともにコ  

ーデックス連絡協議会を開催するほか、農林水産省のホームページにおいても  

情報提供を実施してきました。   

平成19年度は、コーデックス委員会に係る一層の情報提供を実施するため、  

以下の活動に関する経費を政府予算案に計上しているところです。  

1．コーデックス規格及び関連文書の和訳   

これまで、コーデックス規格及び関連文書については、日本語訳の要望が多  

かったところですが、「コーデックス委員会の枠組みの中で適用されるリスク分  

析の作業原則」を除き対応できていなかったところです。今後は、要望が多い、  

あるいは、重要度の高いコーデックス規格について、 日本語訳を作成し、コー  

デックス事務局と調整の上、農林水産省ホームページに掲載することを予定し  

ています。   

＊日本語訳のご要望について、別添アンケートにお答えください。  

2．東京以外での情報提供セミナーの実施   

これまで、コーデックス連絡協議会を東京で開催し、関係各界の代表者に対  

する情報提供及び意見交換を行ってきたところです。今後は、これに加え、コ  

ーデックス委員会についての関係者の理解を一層深めていただくため、東京以  

外の地域におけるコーデックス委員会における議論についての情報を提供する  

ためのセミナーの開催を予定しています。   

＊セミナーで取り上げる事項のご要望について、別添アンケートにお答えくだ  

さい。   



コーデックス委員会に関する情報提供に関するアンケート   

本日は、第26回コーデックス連絡協議会にご参加いただき、ありがとうございまし  

た。   

誠に恐縮ですが、コーデックス委員会に関する情報提供に閲し、今後の参考とさせて  

いただきたく、以下のアンケートについてご協力をお願いします。ご提出に当たりまし  

ては、．お帰りの際、受付にお渡しいただくか、2月23日（金）までに、ファックス又  

は電子メールにて農林水産省消費・安全局国際基準課まで、お送りください。  

ファクシミリ番号 03－3507し4232  

メールアドレス  codex＿kyogikai＠nrn．maff．go．jp  

I．コーデックス規格の日本語訳作成について  

日本語訳作成を要望するコーデックス規格の名称あるいは規格番号（例：CAC／GLl）を  

以下にご記入下さい。  

（一覧は、11tt  1：′′′′′w耶Ⅴ．（ニ（〕（i〔ヱⅩalilll〔）－1taT、iしIS．1i（ブtノノwpb′ノ／st；、川dE11．－ぐ1】1i三くt．〔鉦？km  で入手  

できます。）  

なお、別紙1に主な規格のリストを添付しましたので、リスト中の規格を要望される場  

合は、1から22までの番号をご記入ください。（合計5規格以内でお願いします。）  

「 
ⅠⅠ．セミナーで取り上げる事項について  

東京以外で開催を予定している情報提供のためのセミナーで取り上げるべき事項につ  

いて、ご要望があればご以下に記入ください。  

「‾ 

ⅠⅠⅠ．農林水産省の コ ーデ ック ス委員会に関する ホームページ  

110kul－Yり．．／′c．〕dex／′′′）  （別紙2参照）に関するもの等その他  （rltt   ノ′／wwⅥ・．111親日■．父0．   

のご要望があればご記入ください。   

｝ 
2   



別紙1  

汚染物質及び毒素関係  

1 食品中の汚染物質及び毒素に関する叫般規格（CAC／STAN193）：抄訳あり   

食品添加物   

2 食品添加物に関する一般規格（CAC／STAN192）  

．二｝ 食品添加物の機能名及び国際番号システム（CAC／GL36）   

食品衛生関係   

－1 食品衛生の一般原則に関する国際実施規範勧告（CAC／RCPl）   

5 危害分析重要管理点方式とその適用に関するガイドライン   

残留農薬関係   

6 農薬残留の最大残留値との適合を決定するためのサンプリング法（CAC／GL33）   

残留動物用医薬品関係   

′7 動物用医薬品の使用の管理のための国際実施規範勧告（CAC／RCP38）   

8 抗菌薬剤耐性の最小化及び抑制のための実施規範（CAC／RCP61）   

分析サンプリング関係   

9 不確かさの測定に関するガイドライン（CAC／GL54）  

10 食品の輸出入管理にかかる試験所の適性評価のためのガイドライン（CAC／GL27）   

動物飼料関係  

11優良動物飼養に関する実施規範勧告（CAC／RCP54）   

食品輸出入検査認証関係  

12 食品輸出入検査認証の原則（CAC／GL20）  

13 リスクに基づく輸入食品の検査のための原則及びガイドライン  

14・食品輸出入検査認証制度においてツー ルとして使用するトレーサビリテイ／プロ  

ダクトトレーシングの適用のための原則（CAC／GL60）  

15 食品輸入管理制度に関するガイドライン（CAC／GL47）  

1〔i食品輸出入検査認証制度についての同等性に関する合意の形成に関するガイド  

ライン（CAC／GL34）  

17食品検査認証制度に係る衛生措置の同等性評価に関するがイドライン（CAC／GL53）   

表示関係  

18 包装食品の表示に関するコーデックスーー般規格（CAC／STANl）  

19 強調表示に関するコーデックスー般ガイドライン（CAC／GLl）   

2（）栄養表示に関するコーデックスー般ガイドライン（CAC／GL2）   

21栄養健康強調表示の使用に関するガイドライン（CAC／GL23）  
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別紙2  

土建二望〉遇羞〉コーデックス委員会  

コーデックス委員会  

コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1962年にFAO及び  

WHOにより設置された国際的な政府間機関であり、国際食品規格の作成等を行っています。我が国は1966年よ  

り参加しています。  
コーデックス委員会における議論の概要は、地クス連絡協韓会資料をご覧ください。  

● コーデッ皇星委員会概要（平成18年8月更新）  

● ∃二丑ソクス食品規絶佳盛ステップ  

● ⊇ニニデックス会議日程表【PDF：9KB］  

コーデックス食品規格及び関連文書  

● コーデックろ食品規格リスト上コーーデックス事務局ホームペ一望ユ  

・責線量三三婁ア．A裏芸去1【PDF］  

●リスケ分析の性差厘剋（平成17年1月更新）  

● 登板登園連盟星空定義［PDF］  

● Und8rStandingtheCodexAlimentarius（英文）  

コーデックス連絡協議会  

コーデックス委員会の活動及びコーデックス委員会での我が国の活動状況を、関係者を代表する委員に対して  

情報提供するとともに、コーデックス委員会における検討議題に関する意見交換を行うため、平成12年3月より開  

催しています。年4～5回開催しており、一般の方の傍聴も受け付けています。  

● コ欄（平成15年10月21日改正）  
● ⊇＝デ芝2星連絡協塗会長具象簿  

● ヨーデッ乞適温貢義会開催状況  

リンク  

お問い合わせ  

電話：03（3502）8111（内線3082、3083、3096）  

FAX：03（3507）4232  
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